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令和５年８月３０日 

 

事 業 主          殿 

 

                                                     倉庫業健康保険組合   

                            

 

 

令和５年度インフルエンザ予防接種事業の実施について 

 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃、組合の事業につきましては格別のご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、組合では冬のインフルエンザの流行に備え、一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協

会（東振協）と協力して、インフルエンザ予防接種事業を下記の通り実施いたします。 

インフルエンザを予防するには、日頃から栄養と休養を十分取り、うがい・手洗い等の自助努力と

ともに、流行前にワクチン接種を受けることが効果的といわれています。 

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、被保険者、被扶養者の皆さまにご周知いた

だきますよう、ご配意方よろしくお願い申し上げます。 

 

【重要】「インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔について」 

インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンについては接種間隔をあけることなく受ける 

ことが可能です。 

なお、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチン以外のワクチンを接種するまでの間隔 

に制限はありませんが、かかりつけ医に相談するなどして、接種を受けるようにしてくださ 

い。 

 

記 

 

１． 実施形態 

（１）院内接種 

医療機関で予防接種を実施 

（２）出張予防接種 

事業所に医療スタッフを派遣して予防接種を実施（受診人数等の制約あり） 

（３）集合予防接種 

都内及びその近郊に日時を限定して会場を設置し、予防接種を実施 

 

２． 対象者【各実施形態共通】 

   当組合の被保険者・被扶養者で受診日に資格のある方 

※集合予防接種については、中学生以下の方は受診できません 
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３． 申込及び実施期間 

（１）院内接種・出張予防接種 

①申 込 受 付 期 間……… 令和５年 ９月～ 

②予防接種実施期間……… 令和５年１０月１日～令和６年２月２９日 

（２）集合予防接種 

①申 込 受 付 期 間……… 令和５年 ９月～ 

②予防接種実施期間……… 令和５年１０月２８日～１２月１６日 

 

４． 実施医療機関及び実施会場 

 

（１）院内接種 

４７都道府県 ２，０９３医療機関で実施 

（２）出張予防接種 

４７都道府県 ６７４医療機関で実施 

（３）集合予防接種 

都内近郊１３会場 

 

実施医療機関一覧表及び集合予防接種会場一覧表につきましては、東振協ホームページよりダウ

ンロードのうえご確認ください。 

なお、インターネット環境をお持ちでない場合には、別途、「実施医療機関一覧表及び集合予防

接種会場一覧表」を送付いたしますので、組合保健事業課までご連絡ください。 

※医療機関一覧表及び集合予防接種会場一覧表につきましては、予告なく内容を変更する場合が

ございますので、あらかじめご了承ください。 

●東振協ホームページ（https://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html） 

 

５． 費 用 

（１）院内接種・出張予防接種 

利用者１人１回のみ：利用者全額負担 

※予防接種料金は、実施医療機関によって異なりますので、『「実施医療機関一覧表』

でご確認ください。 

なお、全ての医療機関において、ご負担金額が３，９６０円（税込）を超えることは

ありませんが、万が一、３，９６０円を超えた金額をご請求された場合には、組合までご

連絡ください。 

 

（２）集合予防接種 

利用者１人１回のみ：３，９６０円（税込） 

 

６． 実施回数【各実施形態共通】 

上記実施期間内で１回 

※２回目の予防接種をご希望の方につきましては、直接医療機関にご相談ください。 

 

https://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html
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７．申し込み方法 

対象者に「令和５年度インフルエンザ予防接種事業のご案内」を配布しご案内していただき、

受診希望の方は、後述の「８．申し込みから予防接種までの手順」をご参照のうえ、各自でお

申し込みください。組合への申請は不要です。 

 

８．申し込みから予防接種までの手順 

（１）院内接種・集合予防接種をご希望の場合 

①実施医療機関に電話予約 

「実施医療機関一覧表」または「集合予防接種会場一覧表」の中からご希望医療機関、

実施会場の予約先に電話にてご予約ください。 

なお、予約の際は「東振協（とうしんきょう）のインフルエンザ予防接種」であるこ

とをお伝えください。 

 

②東振協専用インフルエンザ予防接種利用券の入手 

当組合または、東振協ホームページより、別紙１「東振協専用インフルエンザ予防接

種利用券」（院内・集合予防接種用）をダウンロードし、必要事項を入力して印刷してく

ださい。 

なお、東振協のホームページで「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」を入手

する場合は、「個人情報の利用目的について同意する」にチェックを入れてから、健康保

険組合選択画面にて、保険者番号『０６１３４５２２』のご登録が必要となりますので

ご留意ください。 

 

※予防接種のキャンセル、実施日・実施医療機関の変更等につきましては、受診者が医療

機関へ直接連絡ください。 

 

③予防接種の受診 

ご予約された日時に医療機関でお受け下さい。 

なお、予防接種を受ける際は、「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」と受診者

本人の「健康保険被保険者証（カード）」を忘れずにご持参のうえ、医療機関の窓口また

は、会場の受付に提出して下さい。 

 

※予防接種受診の際、「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」及び「健康保険被保険

者証」をどちらか一方でも提出できない場合は、ご受診いただけませんのでご注意くだ

さい。 

 

④費用の精算 

予防接種後、医療機関または会場の受付窓口でお支払いください。 

 

（２）出張予防接種をご希望の場合 

①実施医療機関に電話予約 

医療機関によって、１事業所あたりの実施人数等の制約があります。 
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「実施医療機関一覧表」の出張接種欄をご確認のうえ、「東振協（とうしんきょう）の

インフルエンザ予防接種」の出張予防接種を希望である旨を告げ、接種日の予約と同時

に費用の支払方法についても併せてご確認ください。 

 

②東振協専用インフルエンザ予防接種利用申込書（出張予防接種用）の提出 

別紙２「東振協専用インフルエンザ予防接種利用申込書（出張予防接種用）」及び、別

紙３「申込者名簿」に必要事項を記載し、ＦＡＸ等で医療機関にご提出ください。 

なお、別紙２「東振協専用インフルエンザ予防接種利用申込書（出張予防接種用）」及

び別紙３「申込者名簿」は組合または、東振協ホームページからも入手いただけます。 

※予防接種のキャンセル、実施日・実施医療機関の変更等につきましては、直接医療機関

へ連絡して頂きご対応願います。 

 

③予防接種の受診 

ご予約された日時に予防接種をお受け下さい。 

なお、予防接種受診の当日に、当組合の被保険者資格を喪失している場合は受診でき

ませんのでご注意ください。 

 

④費用の精算 

医療機関とあらかじめ、ご確認いただいた方法で費用をご精算ください。 

 

９．個人情報の取り扱いについて【各実施形態共通】 

組合が実施するインフルエンザ予防接種事業の利用にあたっては、以下の個人情報の取り扱いに

ついてご了承いただいたものとさせていただきます。 

 

（１）インフルエンザ予防接種事業案内の送付は、事業が円滑に実施できるよう原則として所属す

る事業所を通じて行います。 

（２）同事業の記録については、所定の期間、組合において管理・保存します。 

（３）東振協専用インフルエンザ予防接種利用券または、「東振協専用インフルエンザ予防接種利用

申込書（出張予防接種用）」及び「申込者名簿」に記載された個人情報は、同事業を実施する

ためのみに利用することとし、業務を委託する以外、第三者へは提供いたしません。 

 

１０．お問い合わせ先 

インフルエンザ予防接種事業に関してご不明な点は、組合保健事業課までご連絡ください。 

組合保健事業課   電 話 ： ０３－３６４２－８４３６ 


